
令和 7 年度 第 1 回茅野市空家等対策協議会次第 

 
日時 令和７年 9 月 10 日(水)       

午後 1 時 3０分～午後 3 時 00 分 

場所    市役所 7F 702 会議室     
 

１ 開 会 

 

２ 委員委嘱 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 自己紹介 

 

５ 協議会の役割と部会業務の説明 【資料 1】 

 

６ 空き家を取り巻く現状について 

  ・茅野市の空き家状況報告 【資料 2】 

  ・長野県における空き家対策の取組について                        【資料 3】 

   

７ 協議事項 

（１）協議会等の会議の公開について  【資料 4】 

 

（２）令和 7 年度茅野市空家等対策事業について 

・空き家なんでも相談会・ミニセミナーの開催  【資料 5】 

・茅野市空き家対策促進事業補助金事業  【資料 6】 

・茅野市空き家バンク運営事業の経過報告 【資料 7】 

                                   

（３）民法改正後（Ｒ5.4.1）の空き家対策における財産管理制度について  【資料 8】 

 ・所有者不明土地・建物（空き家）事例紹介  

・市内管理不全土地・建物（空き家）事例紹介 

 

（4）意見交換 【資料 9】 

 

８ その他 

 

９ 閉会 



茅野市空家対策協議会委員名簿

No 有識者 団体名 委員氏名 団体役職 勤務先等 勤務先役職

1 会長（市長） 今井　 敦

2 司法書士 長野県司法書士会諏訪支部 石島　千照 茅野地区長
八ヶ岳リーガル
ファーム

3 宅地建物取引業者 茅野原宅地建物取引業協会 伊東　信二 信州土地建物(株) 代表取締役

4 不動産鑑定士
(一社）長野県不動産鑑定士協
会

矢崎　敏臣
（株）都市不動産鑑
定事務所

代表取締役

5 土地家屋調査士
長野県土地家屋調査士会諏
訪支部

片山  　信 会員

6 建築士
(公社)長野県建築士会諏訪支
部

宮坂　佐知子諏訪支部長 (有)スペースイン 代表取締役

7 解体業者 協同組合長野県解体工事業協会 寺島　琢也 協会理事長 （株）信濃環境整備 代表取締役

8 自治会役員 ちの地区ｺﾐｭﾆﾃｨ運営協議会 小池　義一 会長

9 特定行政庁 諏訪建設事務所 土屋　剛 建築課長

10 警察署員 茅野警察署 清水　正志 署長

11 消防署員 茅野消防署 宮坂　勝幸 署長

黒澤　俊彦

立石　淳二

五味健太郎

岩崎　研二

松尾　妙子

柿澤　亜由

事務局 都市建設部長

事務局 都市計画課長

事務局 都市計画課　住宅係長

事務局 住宅係　主査

事務局 住宅係　地域おこし協力隊

事務局 住宅係　会計年度職員



○茅野市空家等対策協議会条例 

平成28年９月30日 

条例第25号 

改正 令和５年９月28日条例第19号 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定に基づき、茅野市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、法第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施

に関する協議を行う。 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 地域住民 

(2) 学識経験を有する者 

(3) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（関係者の出席等） 

第６条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説

明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年９月28日条例第19号） 

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法

律第50号）の施行の日から施行する。 

 

- 2 -



 

 
 

部会体制について 

 

空家法第８条第 2 項、協議会は市町村長のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建

築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成すると定められ、

また、同条第３項には上記に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定める。と

されていることから、個別具体的な事案の運営（専門的な協議、対策等）を行う場合、この協議会の体

制を補う観点から課題に対して迅速に対応するため、部会を設置するに至った。 
 
１ 部会構成の具体案 

部会 業務内容 構成員 
①  
相談部会 

空き家に関する

ワンストップ総

合相談会の運営 

司法書士 ◎宅建協会 不動産鑑定士 土地家屋調査士 
建築士 ｺﾐｭﾆﾃｨ 諏訪建 
警察署 消防署 解体業者 管理代行業者 

②  
調査判定部会 

特定空家認定・除

却のための調査・

判定 

司法書士 宅建協会 不動産鑑定士 土地家屋調査士 
建築士 ｺﾐｭﾆﾃｨ 諏訪建 
警察署 消防署 

③  
利活用部会  

空き家・跡地利活

用検討 
司法書士 宅建協会 不動産鑑定士 土地家屋調査士 
建築士 ｺﾐｭﾆﾃｨ 諏訪建 
警察署 消防署 

 
２ 部会構成員の主な役割 

① 相談部会 
・ 司法書士：相続、登記手続きアドバイス 
・ 宅建協会：トータルコーディネーター 
・ コミュニティ：地域（近隣）によるサポートについてアドバイス 
・ 解体業協会：解体費用の提案等 

② 調査・判定部会 
・ 宅建協会：跡地の売却の可否について所見 
・ 建築士：建物の危険度判定 
・ 警察署：周辺への影響度について所見 

③ 利活用部会 
・ 宅建協会：建物・跡地の流通の可否について所見 
・ 不動産鑑定士：建物・跡地の売却について所見 
・ 土地家屋調査士：跡地の測量 
・ 建築士：建物の強度（使用可否）について所見 
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（R7.7.31現在）

戸数 R4戸数

ちの 166 185

宮川 166 139

米沢 64 70

豊平 104 103

玉川 135 128

泉野 51 47

金沢 94 90

湖東 68 76

北山 84 79

中大塩 13 19

総計 945 936

茅野市の空き家状況報告

　令和４年８月から11月にかけて、白樺湖、車山、蓼科地区及び別荘地域を除いた茅野市全域にある空き家と思われる
建物について、「地方公共団体における空き家調査の手引き（国土交通省）」に沿って、老朽度、危険度という観点から外
観調査を実施しました。

　具体的には１年以上水道の利用のない建物や、市で把握している空き家リストから空き家と思われる建物など1,062
戸を対象として現地調査を行い、空き家と思われる建物が936戸ありました。平成25年度の空き家調査の結果と比較
すると、236戸の増加となりました。

　令和4年度の調査委託業務の結果を基準にして、空き家戸数は日々変化しています。空き家増加を抑制するために、
啓発活動や補助金事業等により空き家の解消に努めていますが、2カ年ほど経過した現在の数は下記のとおりです。減
少傾向とまではいきませんが、全体増加率は101％となっています。

令和7年度　空き家管理戸数時点修正状況

89.7

増減率（％）

119.4

91.4

68.4

101.0

101.0

105.5

108.5

104.4

89.5

106.3

茅野市空き家調査集計表

A B C D
計
（a)

ちの 185 2 96 83 4 185

宮川 139 1 54 65 19 139

米沢 70 1 37 23 9 70

豊平 103 1 22 65 15 103

玉川 128 6 46 70 6 128

泉野 47 0 6 32 9 47

金沢 90 0 37 44 9 90

湖東 76 1 19 50 6 76

北山 79 0 19 40 20 79

中大塩 19 0 0 16 3 19

総計 936 12 336 488 100 936

地区
調　査
箇所数
（a+b)

老朽危険度ランク別空き家個数

ちの 19.8%

宮川 14.9%

米沢 7.5%

豊平 11.0%

玉川 13.7%

泉野 5.0%

金沢 9.6%

湖東 8.1%

北山 8.4%

中大塩

2.0%

茅野市空き家調査地区別割合
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審議会等の会議の公開について 

 

Ⅰ 審議会等の公開の理由 

審議会等の会議を公開することにより、その審議状況を市民に明らかにし、審議会等の透明

性の向上を図るとともに、市民の市政への理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政を実

現するため、「茅野市審議会等の会議の公開に関する要綱」を定め、平成２２年度から、審議

会等の会議の一般への公開及び会議録の公開を実施しています。 

 

Ⅱ 審議会等の公開に関する基準等 

   審議会等の公開に関する基準等については、以下のとおりとします。 

１ 対象とする会議（要綱第 2 条） 

   地方自治法第１３８条の４第３項の規定により設置された付属機関（法律又は条例の定

めるところにより設置された審査会、審議会等） 

  （例）茅野市情報公開・個人情報保護審査会、茅野市特別職報酬等審議会、 

茅野市都市計画審議会、茅野市環境審議会、茅野市空家等対策協議会など 

２ 会議公開の原則（要綱第 3 条） 

   審議会等の会議は、原則として公開とします。ただし、法令等により公開することができ

ない場合、茅野市情報公開条例に規定する非公開情報に該当する事項の審議等を行う場合、

会議の公開が公正かつ円滑な議事運営に支障を生じる場合については、非公開とすること

ができます。（具体的には、Ⅲ 審議会等を非公開とする基準を参照。） 

   また、審議会等の会議を公開とするか、非公開とするかは、当該審議会等において検討し、

決定します。（要綱第 4条） 

３ 会議開催の事前公表（要綱第 5 条） 

   会議を開催するにあたり、その開催日時、開催場所、議題等を事前に公表するものとしま

す。公表の方法は、茅野市役所掲示板への掲示及びホームページへの掲載とします。 

４ 公開の方法等（要綱第 6 条） 

   会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うもの

とします。傍聴に定員を設ける場合は、原則として先着順に傍聴を認めるものとします。 

５ 会議録の作成等（要綱第 11 条） 

   会議終了後、速やかに会議録を作成し、一般に公表することとします。公表の方法として

は、ホームページへの掲載、担当課における閲覧とします。 

なお、会議録の公開の前に、会議録を審議会等の委員に送付し内容の確認を行います。 

６ 運用状況の報告及び公表（要綱第 13条） 

   １年に１回、会議公開の運用状況を取りまとめ、公表するものとします。 

 

 

Ⅲ 審議会等を非公開とする基準 

 

１ 法令等の規定により会議を公開することができないと認められる場合 

（要綱第 3 条第 1 号） 

   （例）公平委員会における口頭審理の非公開（人事院規則第 30 条第 3 項）など 

２ 茅野市情報公開条例第 6 条各号に掲げる情報に該当する事項の審議等を行う場合 
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（要綱第 3 条第 2 号） 

   

   (1) 法令の規定により明らかに公開することができない情報 

    （例）公判開廷前の訴訟に関する情報（刑事訴訟法第 47条）、児童相談所において 

相談、調査等をしたことにより知りえた情報（児童福祉法第 61 条）など 

   (2) 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または識別され得るもの 

    （例）戸籍等に関する情報（氏名、性別、生年月日等）、経歴に関する情報（学歴、職

歴等）、心身に関する情報（障害程度等）、能力・成績等に関する情報（学業成績、

勤務成績等）、財産・収入状況に関する情報（資産状況等）、思想・信条に関する

情報（信仰、宗教等）など 

   (3) 法人その他の団体に関する情報等で公開することにより法人等に不利益を与えるこ

とが明らかであると認められるもの 

    （例）生産・技術等に関する情報（製造工程、原材料の種類・使用量等）、事業活動・

営業活動等に関する情報（取引先、受注経路等）、社会的信用を損なうと認めら

れる情報（法人等に対する評価に関する情報等）、経理・人事・労務等内部管理

に関する情報（従業員名簿、採用状況等）など 

   (4) 国又は地方公共団体からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、 

   公開することにより、国等との協力関係を著しく害するおそれがあるもの 

    （例）国等が公表するまで公表してはならないとされている情報（国等の計画素案、国 

  等の用地処分案等）など 

   (5) 市の内部等における審議、調査等に関する情報で、公開することにより当該審議、

調査等の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの 

    （例）未成熟な情報であって、市民に不正確な理解や誤解を与える恐れのある情報、公  

開することにより、情報提供者との信頼関係を損なうなど以後の資料収集を著し  

く困難にする情報など 

   (6) 市等の事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の公正かつ円滑な実

施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの 

    （例）公開することにより当該事務事業を実施する目的が失われる恐れのある情報（実

施前の試験問題、検査等の計画に関する情報等）、公開することにより反復・継続

する同種の事務事業の公正かつ円滑な執行を著しく困難にさせるおそれのある情

報（入札実施前の予定価格、過去の損失補償等に関する情報等）など 

   (7) 人の生命、身体及び財産の保護等公共の安全の確保のため、公開しないことが必要

と認められる情報 

    （例）犯罪の捜査、予防等のため公開しない情報など 

３ 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じることが明らか

に予想される場合（要綱第 3 条第 3 号） 

 （例）・会議開催の阻止や審議への介入などの障害が現実のものとして存在するか、そのよう

な危険が予測される場合 

     ・審議会等の委員や関係者の生命、身体及び財産に損害が及ぶおそれがある場合 

 ・傍聴者からのヤジ等により、審議会等の委員の自由な発言ができないおそれがある場     

  合 

     ・公開することにより審議する事務事業の実施の目的を失わせるような場合 
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令和７年度空き家なんでも相談会実施状況（７月３１日現在）

日時 開催場所 相談者数 相談員数 時間

令和7年4月17日(木)市役所４０１会議室 1 1 13時30分～14時30分

令和7年5月22日(木)議会棟1階大会議室 4 4 13時30分～15時20分

令和7年6月19日(木)市役所７０２会議室 1 2 14時50分～16時

令和7年7月24日(木)議会棟1階大会議室 4 4 13時30分～15時20分

令和7年8月21日(木)議会棟1階大会議室 13時30分～15時20分

令和7年9月18日(木)議会棟1階大会議室 13時30分～15時20分

令和7年10月16日(木)議会棟1階大会議室 13時30分～15時20分

令和7年11月20日(木)議会棟1階大会議室 13時30分～15時20分

令和7年12月18日(木)議会棟1階大会議室 13時30分～15時20分

令和8年1月22日(木)議会棟1階大会議室 13時30分～15時20分

令和8年2月19日(木)８階大ホール 14時50分～16時

令和8年3月19日(木)議会棟1階大会議室 13時30分～15時20分

10 11

令和7年度空き家ミニセミナー実施状況

日時 開催場所 聴講者数 講　　師 内容（タイトル）

令和7年6月19日(木)８階大ホール 30 赤羽　孝太さん
まちは空き家があるか
らおもしろい

令和8年2月19日(木)８階大ホール 未定 未定

30

参考
令和７年度　４回　相談件数　計１０件
令和６年度　１２回　相談件数　計４２件
令和５年度　１１回　相談件数　計３６件
令和４年度　９回　相談件数　計１８件
令和３年度　５回　相談件数　計８件

計

計
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 （Ｒ7.7/31現在）

補助金種別 件 数 事業費（円）
補助金額（円）
予算額500万円

用 途 補助金額要綱

改修工事
2

(10.0%)
4,136,000 377,000 居住・営業

補助対象経費の10％
上限25万円

家財処分
10

(50.0%)
3,695,417 935,000 売却・賃貸

対象経費の50％
上限10万円

解体工事
8

(40.0%)
23,306,999 1,581,000 ―

対象経費の10％
上限20万円

合  計 20 31,138,416 2,893,000

 申請者居住地  市内 6 人、 市外  1人、 県外  7人

令和７年度 茅野市空き家対策促進事業補助金集計表
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空き家バンク運営事業の経過報告 

 

１ 運営実施スケジュール 

●協力事業者募集開始・・・・・令和 6 年 11 月中旬～ 

●空き家バンク登録受付開始・・・・・令和 6 年 12 月初旬～ 

●空き家バンクサイト公開・・・・・令和 7 年 1 月下旬～ 

●空き家バンク意見交換会・・・・・令和 7 年 7 月 17 日 

 

2 空き家バンク申請及び登録状況（7 月末時点） 

空き家バンク登録累計件数（①+②） 36 件 

 ①市への申請物件（c） 10 件（うち３件は削除） 

 ②事業者自社物件（ｊ） 26 件 
 

空き家バンク現在登録件数（③+④） 26 件 

 ③市への申請物件（ｃ） 6 件（うち契約済み 1 件） 

④事業者自社物件（ｊ） 20 件 
 

空き家バンク売買等件数（⑤+⑥） 10 件 

 ⑤契約済み 7 件 

 ⑥削除その他 3 件 
 

市への申請総数（⑦+⑧） 40 件 

 ⑦協力事業者への物件調査依頼件数 

（⑨+⑩+⑪） 

38 件 

⑧市の第一次調査中などの件数 2 件 
 

⑨取扱不可の件数 10 件 

⑩取扱の可否の回答がまだない件数 6 件 

⑪取扱可能に至った件数（①+⑫+⑬） 22 件 
 

①空き家バンク登録物件（市への申請物件） 10 件（うち 3 件は削除） 

⑫媒介契約に至っていない物件 6 件 

⑬空き家バンクの取組から外れた物件 6 件 
 

マッチング移行物件（⑨+⑭） 12 件 

 ⑨取扱不可の件数 10 件 

⑭空き家バンクからマッチングへの移行物件 2 件 
 

マッチングサイト掲載申請件数 6 件（うち個別対応 4 件） 

マッチングサイト掲載件数 1 件 
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３ 空き家バンク広報の実施について 

○Ａ～Ｂランク向け空き家バンク登録のご案内（6 月中旬実施済み） 

○広報ちの 7 月号で空き家特集にて空き家バンクの広報（配布済み） 

○市内公共施設、郵便局等への空き家バンクチラシ（下記参照）の配布（配布済み） 

○ＬＩＮＥによる広報（6 月 29 日） 

○「Fun!Yatsugatake」での空き家物件の紹介（公開済み） 
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資料の 26 ページから 31 ページは、空き家の個別の

調査資料となりますので、公開資料からは除外させて

いただきます。 



管理不全空き家に係る今後の市の課題に対する意見交換 

 

 

 

１． 所有者不明土地・建物についての市の関わり方について 

  ・公費投入についての是非 

  ・事務手続き（所有者の戸籍調査、相続人調査、裁判所への申立て等）のマニュ

アル化及び条例化について 

 

 

 

２． 管理者の高齢化（資力低下）に伴う管理不全空き家対策について 

  ・資金がないことから、改善費用の捻出が難しい。 

 

 

 

３． 管理不全空き家所有者へのアプローチについて 

  ・何度も適切な管理依頼を通知しているが、反応がない。 
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